
と
き　
15
日（
土
）10
時
～
11
時
30

分
、
12
時
30
分
～
16
時　

と
こ
ろ　
イ
オ
ン
三
原
店（
城
町
二

丁
目
）

と
き　
13
日（
木
）①
９
時
30
分
～
11

時
30
分
②
14
時
～
16
時

と
こ
ろ　
サ
ン･

シ
ー
プ
ラ
ザ
３
階　

機
能
訓
練
室

内
容　
運
動
機
器
を
効
果
的
に
活
用

す
る
た
め
の
講
習

対
象　
65
歳
以
上
で
、
要
支
援･

要

介
護
認
定
を
受
け
て
い
な
い
人

定
員　
各
15
人（
申
し
込
み
先
着
順
）

参
加
費　
無
料

申
し
込
み
先　
高
齢
者
福
祉
課（
☎

０
８
４
８・67・６
０
５
５
）

と
き　
23
日（
日
）９
時
30
分
～
12
時

30
分

と
こ
ろ　
県
立
広
島
大
学
三
原
キ
ャ

ン
パ
ス

内
容　
予
防･

治
療
法
や
生
活
習
慣

の
工
夫
な
ど

講
師　
県
立
広
島
大
学
教
授　
原
田

俊
英
さ
ん
ほ
か

※
希
望
者
は
直
接
会
場
へ
。

問
い
合
わ
せ
先　
県
立
広
島
大
学

（
☎
０
８
４
８・60・１
２
５
７
）

～
佛
通
寺
と
自
然
を
楽
し
む
６
km
～

と
き　
12
日（
水
）９
時
30
分
～
12
時

内
容　
高
坂
自
然
休
養
村
～
佛
通
寺

の
往
復

定
員　
20
人（
申
し
込
み
先
着
順
）

申
し
込
み　
10
日（
月
）ま
で
に
保
健

福
祉
課（
☎
０
８
４
８・
67・
６
０

５
３
）へ

と
き　
４
月
６
日（
日
）９
時
～
12
時

と
こ
ろ　
白
竜
湖
ス
ポ
ー
ツ
村
公
園

コ
ー
ス　
①
お
花
見
コ
ー
ス（
４
km
）

②
健
脚
自
慢
コ
ー
ス（
９
km
）

定
員　
２
０
０
人（
申
し
込
み
先
着
順
）

※
小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
。

参
加
費　
３
０
０
円

※
小
学
生
以
下
は
無
料
。

申
し
込
み　
３
月
28
日（
金
）ま
で
に

申
込
用
紙（
提
出
先
、
各
支
所
に

用
意
）を
保
健
福
祉
課
へ
提
出
、

ま
た
は
電
話
で
大
和
町
自
治
振
興

連
合
会（
月・
水・
金
曜
日
９
時
～

17
時
30
分
☎
０
８
４
７・33・０
２

２
３
）へ

と
き　
６
日（
木
）13
時
30
分
～
15
時

30
分

と
こ
ろ　
サ
ン･

シ
ー
プ
ラ
ザ（
４
階
）

内
容　
精
神
科
医
師
に
よ
る
相
談

定
員　
２
人（
申
し
込
み
先
着
順
） 

申
し
込
み　
４
日（
火
）ま
で
に
保
健

福
祉
課（
☎
０
８
４
８・
67・
６
０

６
１
）へ

と
き　
13
日（
木
）13
時
15
分
～
15
時

15
分　

と
こ
ろ　
サ
ン･

シ
ー
プ
ラ
ザ

（
３
階
）

内
容　
健
診
結

果
の
相
談
、

食
生
活
相
談
、血
圧
測
定
な
ど

定
員　
６
人（
申
し
込
み
先
着
順
）

申
し
込
み
先　
保
健
福
祉
課（
☎
０

８
４
８・67・６
０
５
３
）
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ひろば
健康

機
能
訓
練
室
利
用
の

た
め
の
講
習
会

運
動
普
及
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
企
画　
運
動
し
隊

健
骨･

健
康
増
進
セ
ミ
ナ
ー

～
認
知
症
と
骨
粗
し
ょ
う
症
～

第
５
回　
大
和
町

健
康
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
大
会

献
血
に
協
力
を

こ
こ
ろ
の
な
ん
で
も
相
談

　認知症や障害などによって、お金の管理
ができなくなったり、よく分からないまま
契約をして被害に遭ったり、介護サービス
など必要な支援の手続きができなくなった
り･･･。このような心配はありませんか？
物事を一人で決めることが難しくなったと
きには、成年後見制度を利用して権利や財
産を守りましょう。
　この制度では、家庭裁判所が親族や福祉・
法律の専門職などから適任と認められる人
を後見人などとして選任します。本人の意
思を大切にしながら、判断能力の程度に合
わせて支援していきます。
　制度の内容や手続きの方法など、高齢者
相談センターに相談してください。

と�　き　５月～７月で全６回　10時～12時
と�ころ　①サン・シープラザ②久井保健福祉
センターまたは大和保健福祉センター
内　容　運動についての講義や実習
対�　象　75歳以下で、講座に４回以上参加
でき、運動行事の補助や教室の開催など、
運動普及のために活動できる人

と�　き　５月～11月で毎月１回（全７回）①金曜日②木曜日９時
30分～15時
と�ころ　①サン・シープラザまたは本郷保健福祉センター②久井
保健福祉センターまたは大和保健福祉センター
内　容　食生活を中心とした健康についての講義と調理実習
対�　象　70歳以下で、講座に５回以上参加でき、健全な食生活
を啓発する行事の補助など、食育推進のために活動できる人
※男性も受講可能です。

申し込み　24日（月）までに保健福祉課（☎0848・67・6053）へ高齢者相談センター 大空 社会福祉士　宮川美和

成年後見制度の利用を考えてみませんか

こ ん に ち は

健
康
相
談

高齢者相談センターです
運動普及リーダー育成講座

食生活改善推進員の養成講座
▲�効果的なストレッチ
についての講義


